
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
整備等に関する法律等の一部を改正する法律案について

施行期日：公布の日から６か月以内の政令で定める日（登録型派遣の原則禁止及び製造業務派遣の原則禁止に
ついては、改正法の公布の日から３年以内の政令で定める日（政令で定める業務については、施行からさら
に２年以内の政令で定める日まで猶予））

常時雇用される労働者以外の労働者派遣や製造業務への労働者派遣を原則として禁止するとともに、派遣労働
者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る等、労働者派遣事業に係る制度の抜本的見直しを行う。

・ 登録型派遣の原則禁止（専門２６業務等は例外）
・ 製造業務派遣の原則禁止（常時雇用（１年を超える雇用）の労働者派遣は例外）
・ 日雇派遣（日々又は２か月以内の期間を定めて雇用する労働者派遣）の原則禁止
・ グループ企業内派遣の８割規制、離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

事業規制の強化

・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合（いわゆるマージン率）などの情報公開を義務化

・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣
労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
・ 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

違法派遣に対する迅速・的確な対処

※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記

いわゆる「派遣切り」の多発や、雇用の安定性に欠ける派遣形態の横行

派遣労働者の不透明な待遇決定、低い待遇の固定化

偽装請負などの違法派遣の増加、行政処分を受ける企業の増加

※ 平成２２年２月１７日、労働政策審議会に法律案要綱を諮問し、２月２４日、「おおむね妥当」で答申。
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○常時雇用・常時雇用以外、業務別派遣労働者数の内訳（Ｈ２０.６.１現在）（総数２０２万人）

５７万人 ４３万人

３５万人 ２０万人

２３万人 ２４万人

常時雇用される労働者（１１５万人） 常時雇用される労働者以外の労働者（８７万人）
（年間登録者数は２８１万人）

専門２６業務
※通訳、秘書、機械

設計の業務等

（１００万人）

上記以外の業務
※一般事務、営業、販

売、倉庫・運搬関連、
イベント・キャンペーン
関連の業務等

（４７万人）

製造業務
（５６万人）

（出典）平成２０年度事業報告における、平成２０年６月１日時点の労働者数

公布の日から
３年までの政
令で定める日
から施行。

登録型派遣の原
則禁止の施行日
から更に2年後ま

で適用を猶予（比
較的問題が少なく
労働者のニーズ
のある業務（今後
詳細に調査する
が一般事務等を
想定））。


	【参考資料①】派遣①
	スライド番号 1

	【参考資料②】派遣②
	スライド番号 1


